
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本脳炎のキャッチアップ接種は、最低年齢（平成 19(2007)年 4 月 1
日生まれ）が 16 歳になっています。 
 
 
 
 

  

                            

 注３)  

 
 
注 3)：9 価ワクチンの場合、初回接種が 15 歳未満であれば２回の接種で完了することができます。 
 



 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 (2) HPV ワクチン  
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注)：9 価ワクチンの場合、初回接種が 15 歳未満であれば２回の接種で完了することができます。 

                            

③ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に、組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ
ンを使用する場合には、13 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接
種期間とし、以下のいずれかの方法（アに掲げる方法については、第１回目の接種時に 12歳となる日
の属する年度の初日から 15 歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。）に
より行います。 

(ア) 標準的な接種方法として、６月の間隔をおいて２回行います。ただし、当該方法をとることが
できない場合は、５月以上の間隔をおいて２回行います。 

(イ) 標準的な接種方法として、２月の間隔をおいて２回行った後、１回目の注射から６月の間隔を
おいて１回行います。ただし、当該方法をとることができない場合は、１月以上の間隔をおいて２
回行った後、２回目の注射から３月以上の間隔をおいて１回行います。 

④ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に当たっては、同一の者には、過去に接種歴のあるワクチ
ンと同一の種類のワクチンを使用することを原則としますが、同一の者が組換え沈降２価ヒトパピロ
ーマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンと組換え沈
降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを接種した場合の安全性、免疫原性及び有効性は一定
程度明らかになっていることを踏まえ、市町村長が、組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子
ワクチン又は組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用して１回目又は２回目ま
での接種を終了した者の接種について、①又は②に掲げる方法によることができないやむを得ない事
情があると認める場合には、以下のいずれかの方法により接種を実施して差し支えありません。 

(ア) １回目に組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降４価ヒトパピ
ローマウイルス様粒子ワクチンを接種した者が、１回目の注射から２月の間隔をおいて組換え沈
降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを１回筋肉内に注射した後、１回目の注射から６
月の間隔をおいて同ワクチンを１回注射します。ただし、当該方法をとることができない場合は、
１回目の注射から１月以上の間隔をおいて組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ
ンを１回筋肉内に注射した後、２回目の注射から３月以上の間隔をおいて同ワクチンを１回筋肉
内に注射します。 

(イ) １回目及び２回目に組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降４
価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを接種した者が、１回目の注射から６月の間隔をおい
て組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを１回筋肉内に注射します。ただし、当
該方法をとることができない場合は、２回目の注射から３月以上の間隔をおいて組換え沈降９価
ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを１回筋肉内に注射します。 

⑤ キャッチアップ接種において、過去に接種したヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの種類が不明
である場合、接種を実施する医療機関の医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチン
の種類を選択してください。 
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